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１ はじめに 

災害等の発生時においても、議会として迅速に対応する必要があると認めるものに

ついて、継続してこれを担いその責務を果たすために、必要な組織体制や議会・議員

の役割などを定めた議会ＢＣＰを平成３０年４月に策定しました。 

このマニュアルでは、議会ＢＣＰが対象とする災害が発生した場合に、議会ＢＣＰ

に基づき議会の初動対応や議会運営が適切に行えるよう、議会・議員が、具体的にど

のような行動、対応をとるべきかをまとめました。 

 

２ 対象災害 

(1) 議会ＢＣＰが対象とする災害（※議会ＢＣＰより） 

次に示す規模で、かつ市災害対策本部等が設置される災害を対象とする。 

① 災害救助法の適用基準と同程度の被害が発生するなど、大規模な災害が発生

したとき、又は発生するおそれがあるとき 

② 大阪府に津波警報（津波・大津波）が発表されたとき 

③ 本市域に震度６弱以上の地震を観測したとき 

④ 本市域全域にわたる被害又は特に甚大な局地的災害が発生したとき 

⑤ 本市域を対象として新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事

態宣言が発令されたとき 

⑥ その他議長が議会ＢＣＰの適用を必要と認める災害またはその他危機事象※、

武力攻撃等が発生したとき 

 

※その他危機事象とは、突然に発生し、その結果が予想外でかつ悪い状況

をもたらすおそれがあり、組織的に対応することが必要な出来事で、主

な事例は下記のとおりとする。 

 

議会の存続が危ぶまれる重大な犯罪事案 

㋐ 議長、副議長、議員定数の半数又は不特定の議員に及ぶ危害及び 

その予告 

㋑ 議会傍聴者等への危害及びその予告 

㋒ 議会フロアの火災・爆発・テロ及びその予告 

 

３ 留意事項 

(1) 災害発生初期の議員の役割 

災害が発生した場合には、議員が地域活動のなかで収集した地域情報を市の災害

対策本部などの執行機関に伝達するなど、市が災害対応に全力で専念し、応急活動

を円滑、迅速に実施できるよう、必要な協力、支援を行うものとする。 
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(2) 当局への情報伝達の流れ 

議員自らが収集した災害情報や、議会・議員から当局への要望・要請については、

救命・緊急などの緊急の場合を除き、堺市議会災害対策会議を通じて市災害対策本

部等（危機管理センター）に行うものとする。 

 

   ※堺市議会災害対策会議を、以下「対策会議」という。 

 

(3) 参集方法 

災害発生時の交通機関の途絶や道路の状況を予想して、予め参集方法・経路等を

準備、想定しておく。 

地震の場合、発生直後は、原則として徒歩又は自転車、バイクを利用することと

し、これら交通手段の利用をふまえた参集予定時間を把握しておく。 

 

４ 災害時の服装及び携行品等 

(1) 服装及び携行品 

議会ＢＣＰに係る市議会としての会議又は事務に従事するときは、災害発生時の

活動に支障のない服装を基本とし、各自の判断でヘルメット、軍手・手袋、懐中電

灯、携帯ラジオ、食料・飲料水等を携行する。（※議員被服等貸与品：帽子、ヘルメ

ット、作業服上下、安全靴） 

 

(2) 非常用食料・飲料水の確保 

災害の発災後、議員が議会関係フロアにおいて継続的に業務に従事することが考

えられるため、非常用食料・飲料水の確保に努めるものとする。 

また、議員の非常用食料・飲料水の備蓄場所は、議会関係フロア（本館１０階西

側ＥＶホール前倉庫）とする。
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５ 議会ＢＣＰ対応フロー 
（議会ＢＣＰ資料１「業務継続にかかる事項一覧」を基に作成） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                           直後 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ～6 時間 

 

 

 

 

 
                                        6～24 時間 

 

 

 

 

 
                                        24～48 時間 

 

 

 

48～72 時間 

 

 

 
3～7 日 

 

 

 

 
                                       7 日～１か月 

 

 
１か月～

  

災害発生 

○議長が対策会議設置の判断 

○対策会議の設置 

○対策会議開催の招集 

議会・対策会議 議  員 

○通常の議会体制 

○対策会議業務の引き継ぎ 

○対象災害が会議（本会議・委員会）開催中に

発生した場合 

・必要に応じ会議を中断（暫時休憩） 

○対象災害が委員会視察中に発生した場合 

・委員長が視察継続の可否等について判断 

○自身等の安全確保 

○被災者の救出・支援 

○議会事務局への安否報告 

※「安否確認表」（様式１）提出 

○連絡体制の確保 

○市民の安全確保や応急対応などの地域活動 

○災害にかかる情報収集 

○状況に応じて議会運営委員会または委員 

協議（又は予算・決算理事会）を開催 

○災害にかかる情報収集 

○地域の被災情報等の対策会議への提供 

※議会事務局へ「情報等報告書」（様式２）提出 

○対策会議の開催 

・災害関連情報の議員への伝達 

・地域の被災情報や当局への要望についての 

精査と市災害対策本部等への提供 

○会議（本会議・委員会）開催に向けた準備 

○状況に応じて議会運営委員会・委員協議を 

開催 

○会議（本会議・委員会）の開催 

※適宜、対策会議の開催 

※参集依頼があった場合は、 

速やかに指定場所へ参集 
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６ 災害時の連絡方法、情報伝達手段 

(1) 連絡方法、情報伝達手段の確認 

   災害発生時には、チャットシステムによる連絡・情報伝達を基本とするが、利用

の集中による通信の途絶や設備・機器のトラブルによる通信障害の発生等、通信環

境が悪化する可能性が高いので、予め優先順位を付けたうえで複数の連絡方法・連

絡先を準備し、議員と議会事務局がお互いに確認しておく。 

 ・チャットシステム 

 ・クラウドシステム 

・携帯電話 

・メール（携帯電話、スマートフォン、タブレット端末） 

・固定電話 

・ＦＡＸ 

・ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、メッセンジャー等） 

 

７ 対象災害発生の連絡及び安否確認（2対象災害(1)⑤を除く） 

(1) 対象災害発生の連絡 

議会ＢＣＰが対象とする災害が発生した場合は、議会事務局は議員との連絡が取

れる状態にあるのかを確認するため、対象災害発生の旨をチャットシステムにより

議員へ連絡する。 

 

(2) 安否確認の連絡方法 

対象災害発生の連絡は、チャットシステムから行うため、議員から議会事務局へ

の安否確認の連絡は、議会事務局から届いた安否確認に回答する方法とする。 

ただし、通信障害やシステム障害等が発生し、チャットシステムを利用できない

場合は、その他の手法により議会事務局に連絡する。 
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(3) 議員の安否確認 

議員は、まず第一報として、本人の被災状況、連絡方法・連絡先をチャットシス

テムにより議会事務局へ連絡する。なお、震度５弱以上の地震が発生した場合は、

チャットシステムの自動送信機能により送信されたメッセージに回答することに

より第一報とする。議長と副議長の安否確認については、議会事務局が携帯電話等

により確認する。 

 

【参考】震度５弱以上の地震が発生した際の安否確認について（チャットシステム

のイメージ） 

①第１報について  

  

 

その後、第二報として、「安否確認表」（様式１）をチャットシステムにより議会

事務局へ提出する。（※議員は「安否確認表」を使用した方法にこだわらず、報告す

べき項目を議会事務局に連絡すればよいものとする。） 

 

(4) 安否確認の連絡がない場合 

災害の発生から２４時間を経過しても、安否確認の連絡がない議員については、

議会事務局から電話（固定・携帯）または災害時優先電話により連絡する。 
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８ 地域で収集した被災情報 

(1) 議会事務局への提出方法 

議員は、必要に応じて、地域における活動のなかで収集した被災情報を原則とし

て「情報等報告書」（様式２）を使用し、チャットシステム又はクラウドシステムに

より議会事務局へ提出する。（※議員は「情報等報告書」の提出にこだわらず、報告

すべき項目を議会事務局に連絡すればよいものとする。） 

また、当局へ対応を求める被災情報を報告する場合は、被害状況を確認できる写

真を添付することとする。 

 

(2) 提供のあった被災情報の取扱い 

議員自らが収集した地域の被災情報については、議員から提出のあった「情報等

報告書」（様式２）を基に、議会事務局において取りまとめを行い、対策会議に提供

する。 

あわせて、定期的に議会事務局長から正副議長、議運正副委員長並びに市災害対

策本部等（危機管理センター）に報告する。 
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９ 対策会議について 

 

(1)対策会議の対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※対策会議の構成議員、所掌事務は 

議会ＢＣＰを参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開催日時、開催場所の決定 

○構成議員への通知 

各種情報収集 
○議員が把握した被災情報等の集約 

○市災害対策本部等から災害関連情報や支援情報の

収集 

会議開催 
○災害関連情報の議員への伝達 

○地域の被害情報や当局への要望についての精査と

市災害対策本部等への提供についての判断 

対策会議設置の判断 ○市災害対策本部等の設置に対応して対策会議を設

置する。 

○緊急事態宣言の発令に対応して対策会議を設置す

る。（対象災害⑤） 

○ただし、状況判断が必要なとき（対象災害④⑤⑥に

相当）は、議長が副議長及び議運正副委員長と対策

会議の設置について協議する。 

会議開催の準備 

会議開催後 ○会議内容の会派等内の議員への伝達 

○要点記録（様式３）の作成 

○市災害対策本部等へ災害関連情報・要望書の提出 

○会議に関する情報の全議員への周知 
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(2) オンラインを活用した対策会議の開催について（2対象災害(1)⑤） 

感染状況を踏まえ、議長が対策会議の開催にあたってオンラインを活用すること

を決定した場合における対策会議の運営については、オンラインによる委員会出席

の申し合わせ（令和３年２月１５日議会運営委員会で確認）及び手引き（令和３年

４月）を参考とする。 

 

(3) 開催場所 

対策会議の開催場所は、議会運営委員会室（※会期中は議会運営委員会正副委員

長室）とする。建物被害等により議会運営委員会室・議会運営委員会正副委員長室

の使用が不可能な場合又は新型コロナウイルス感染症（ 2 対象災害 1) ⑤）によ

る感染防止対策を講じる必要がある場合は、座長である議長が議会フロア内におい

て適当な場所を選定する。 

なお、本庁舎が被災した場合は、市災害対策本部等が設置される代替施設等にお

いて適当な場所を選定する。 

 

(4) 対策会議開催に向けた議員、議会事務局の対応 

① 座長である議長が日時と場所を決定し、議会事務局から開催日時・場所を会議

構成議員に通知する。 

② 議員は、要望等があれば各会派等を代表する会議構成議員（以下「会派等の代

表者」という。）に報告する。 

③ 議会事務局は、各議員から提供された被災情報等の集約を行う。 

④ 議会事務局は、市災害対策本部等から災害関連情報や支援情報を収集する。 

 

(5) 対策会議における協議、調整事項等 

  開催時期により協議事項等は多少異なるが、概ね下記の内容で行う。 

① 議会事務局からの報告 

・市災害対策本部等から収集した災害関連情報や支援情報 

・議員から提供された被災情報等 

   ② 災害に関する情報交換と要望にかかる調整 

     ・会議構成議員からの状況報告と要望 

    ・災害関連情報の整理 

    ・要望の取りまとめ 

   ③ 通常体制にもどるまでの今後の対応協議 

     ・今後の対応予定 

     ・本会議開催に向けた議会運営委員会の開催や、常任委員会・特別委 

     員会の開催に向けた委員協議の開催等について調整を行う。 
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(6) 対策会議開催後の会派等の代表者、議会事務局の対応 

① 会派等の代表者は、災害関連情報、要望書、今後の対応予定等会議の内容を会

派等内の議員に伝達する。 

② 議会事務局は、要点記録（様式３）を作成するとともに、市災害対策本部等へ

提出する災害関連情報や要望書をとりまとめる。 

③ 議会事務局は、災害関連情報・要望書を市災害対策本部等に提出する。 

④ 議会事務局は、対策会議で協議された内容について、チャットシステム又はク

ラウドシステムにより全議員に配信する。  
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10 会議開催中の避難誘導、災害時の議会運営について（2対象災害(1)⑤を除く） 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

※対象災害発生時の議会運営については、議会ＢＣＰを参照すること。 

  また、別紙参考資料「災害発生時における議会運営の参考例」を参考に議事運営等

の対応を検討すること。 

 

※2対象災害(1)⑤発生時の議会運営については、議会ＢＣＰを参照すること。 

 

議長（委員長）は必要に応じ 

会議を中断（暫時休憩） 

議員、理事者、傍聴者

の安全確保 
○議員・理事者は一旦頭をかくし机の下に避難 

○職員は傍聴者に対し頭を防御する姿勢の確保や、

傍聴席近くの比較的安全な場所（傍聴席出入口付

近）で待機するようサポートする 

議会事務局の誘導等に

よる避難 
議会関係フロアの状況を確認のうえ 

○議員は議員控室で待機（※議員控室への避難が難

しいと判断した場合は、議会事務局の案内により他

の避難可能な場所に移動） 

○理事者は委員会室で待機のうえ、状況により所属

にもどる 

○傍聴者等市民は委員会室、モニター傍聴室等で待

機、状況により避難所や自宅に移動 

状況に応じて議会運営委員会

（委員協議）の開催準備 
○災害関連情報の正副議長、議運正副委員長、正

副委員長への報告 

○議長、委員長から、今後の対応予定の連絡があ

るまでの間、議員は議会フロアにとどまる 
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11 本会議・委員会の開催に向けて 

 

(1) 本会議・委員会開催に向けた対応フロー  

※対応の詳細については、議会ＢＣＰ及び別紙参考資料を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

議場・委員会室の 

被害状況の確認 
○議場・委員会室の使用に向けた 

復旧作業 

○設備、機器が使用不可の場合、以下の代替手段 

を準備 

・音響設備 小型アンプ及びワイヤレスマイク 

・録音機器 ＩＣレコーダー 

・録画機器 ビデオカメラ若しくは 

スマートフォン、タブレット端末 

・時間計測 ストップウォッチ 

・残時間表示 残時間を表示したカード 

○インターネット中継機器が使用できない場合は 

中継を行わない 

議場・委員会室の設備、 

機器等の確認 

 

○音響設備、録音・録画・時間計測・

残時間表示、インターネット中継

等の機器の確認 

復旧に相当の時間（概ね１か月以上）

がかかると思われる場合、代替場所

の検討、確保を行う。 

本会議・委員会開催に向け

た具体的対応 

 

○正副議長、正副委員長の状況に応じた対応 

○議員安否確認情報等をもとにした定足数の確認 

○理事者の被災状況や災害対応状況等をふまえた

会議出席理事者の調整 

○会議開催前に状況に応じて議会運営委員会・委員

協議を開催 

本会議・委員会開催 
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(2) 正副議長ともに事故がある場合の仮議長の選任方法 

仮議長は、本会議の運営を務めることができる議員の中から、次の順序により選

任する。 

① 議長経験者のうち、期数・年齢順の上位から選出 

② 副議長経験者のうち、期数・年齢順の上位から選出 

 

(3) 本会議・委員会に理事者の出席が困難な場合 

① 状況によっては、本会議・委員会において理事者の出席を求めない、議事運営

を検討する。 

② 本会議において、災害対応に従事する理事者の欠席、若しくは局長級が被災に

より出席できない場合は、部長級又は課長級の出席を検討する。 

③ 委員会において、災害対応に従事する理事者の欠席、若しくは課長級以上が被

災により出席できない場合は、課長補佐級の出席を検討する。 

 

１２ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発令時の対応について 

(1) 開催場所 

 ８頁と同様。 

 

(2) 対策会議開催に向けた議員、議会事務局の対応 

  ８頁と同様。 

  

(3) 対策会議における協議事項について 

概ね次の項目について協議し、整理するものとする。 

また、座長である議長は、必要に応じて、議会運営委員会における協議決定を議

運委員長に依頼する。 

① 本会議、常任委員会等の運営について 

② 担当所管への配慮について 

③ 閉会中に開催予定の委員会の取り扱いについて 

④ 各議員から当局への要望・提案・申し入れ等について 

⑤ 各議員から当局への質問・問い合わせ等について 

⑥ 各種団体・事業者等からの当局への要望・事業提案・申し入れ等について 

 

 (4) 対策会議開催後の会派等の代表者、議会事務局の対応 

９頁と同様。 
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１３ 事務局連絡先 

(1) メールアドレス 

議会事務局総務課      giso@city.sakai.lg.jp 

 

 (2) FAX 

議会事務局         072-228-7881 

 

(3) 固定電話 

① 議会事務局総務課    072-228-7811 

② 議会事務局議事課     072-228-7812 

③ 議会事務局調査法制課 072-228-7813 



様式１

議員氏名 内容確認者

月  日 　　月　   　日 月  日 　　月　   　日

時  間 　　時   　　分 時  間 　　時   　　分

議員本人の

被災状況

自　宅

自宅外

本　人

家　族

参集の可否

参集可能な
時期

その他

　　　　　　　　

　　　　　安否確認表

報告日時 確認日時

被災

　有　:　重体　重症　軽傷　その他(　　　　　　　　　　　　　    )

　無

連絡先
電話・ＦＡ
Ｘ・メール
アドレス

　場  所(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　事務局届出先

　事務局届出以外(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  )

議員と連絡がとれない場合、家族等の氏名・連絡先を記入

　　可　:　否

所在地

FAX　　　　　　　　　072-228-7881

メールアドレス　　 giso@city.sakai.lg.jp

TEL　　　　　　　　　072-228-7811

議会事務局　総務課　
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様式２

議員氏名 受信者

月  日 　　月　   　日 月  日 　　月　   　日

時  間 　　時   　　分 時  間 　　時   　　分

校区・
自治会

住所又は
名称

概　要

対応状況

要望等

　　　　　　　　

FAX　　　　　　　　　072-228-7881
メールアドレス　　 giso@city.sakai.lg.jp
TEL　　　　　　　　　072-228-7811

発生場所
 （地域）

議会事務局　総務課　

　　　　　情報等報告書

発信日時 受信日時

　　　　　　　　　校区　　　　　　　　　　　　　　　　　自治会
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様式３ 年度　　　第　 回堺市議会災害対策会議
１　／

開催日時 年 月 日

開催場所

出席議員

事務局職員

案　件

意見・まとめ
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参考資料 

 

■災害発生時における議会運営の参考例 

  ※災害時において、状況に合わせ、下記の議会運営の事例を参考に対応を検討する。 

 

災害発生時期 議会運営のパターン事例 所要会議日数 理事者 

招集告示日（１週

間前）～初日本会

議 

①初日本会議において上程議案の議

決を行う。 １～２日 

なし 

初日本会議～大綱

質疑直前 

②大綱質疑を終結し、委員会付託を省

略し、提出議案の議決を行う。 
１～２日 

なし 

③大綱質疑の日数を短縮し、委員会付

託を省略し、提出議案の議決を行う。 ３～４日 

災害対応に従

事する理事者

は欠席 

④大綱質疑及び委員会の日程を調整

する。 ７日 

災害対応に従

事する理事者

は欠席 

大綱質疑の期間中 

⑤大綱質疑を終結し、委員会付託を省

略し、提出議案の議決を行う。 
１～２日 

なし 

⑥大綱質疑の開議時間・日数を調整

し、委員会付託を省略し、提出議案の

議決を行う。 

３～４日 

災害対応に従

事する理事者

は欠席 

⑦大綱質疑の開議時間・日数、委員会

の日程を調整する。 ６～７日 

災害対応に従

事する理事者

は欠席 

⑧大綱質疑の開議時間・日数を調整す

る。 

（委員会以降は通常どおり） 

７日 

災害対応に従

事する理事者

は欠席 

大綱質疑終了後～ 

（委員会開催期間

中）～最終本会議 

⑨委員会の審査を早期に終了し、最終

本会議において提出議案の議決を行

う。 

２～３日 

なし 

⑩委員会の開会時間・日数、委員会の

日程を調整する。 ４～５日 

災害対応に従

事する理事者

は欠席 

⑪委員会の開会時間・日数を調整す

る。 ４～５日 

災害対応に従

事する理事者

は欠席 

最終本会議直前 

⑫最終本会議の開議時間・日程を調整

する。 １日 

災害対応に従

事する理事者

は欠席 

 


